
議案第４ ４号

ひた ちな か市消防回条例の一部 を改ｍす る条例制定について

ひた ちな か市消防団条例の 一部 を改ｍす る条例を 別紙のと おり 制定する。

令和 ４年　 ３１　 ２日　 提出

令和　 年－　 Ｊｊ　　 日　 議決

ひた ちな か市 長　 大　谷

－１－

明



ひた ちな か市条例第　　号

ひた ちな か市 消防 団条 例の 一部 を改 ｊミ する 条例

ひた ちな か市 消防 団条 例（ 平成 ６年 条例 第１ ２１ 号） の一 部を 次の よう に改 ｉＥす

る。

第８ 条た だし 書中 「水 火災 」の 次に 「， 地震 」を 加え る。

第１ ２条第１ 項中 「報 惟」 を「年額報酬‾攷びＳＩ」 表第 ２に 定め るｉ 動報酬」 に改 め，
９

回条 第２ 項中 「報 酬」 を「 年額 報酬 」に 改め ，回 条第 ３項 を次 のよ うに 改め る。

３　 第１ 項の 年額 報酬 は年 ２回 に分 けて １０ Ｒ‾反び ３ヂｊに 支給 し， 回項 の出 動報酬

は出 動し たヂｊの 分を 翌１ に支 給す る。

第１ ３条 第１ 項を 削り ，回 条第 ２項 中「 前項 の場合を 除き 」を 削り ，回 項を 回条

第１ 項と し， 回条第３ 項中 「前 ２項 の費ｍ弁償」 を「前項の寵費」 に改 め， 回項を

回条第２ 項と する。

ＳＩ」表 第１ 八び ＳＩ」表 第２ を次 のよ うに 改め る。

別表 第１ （第 １２ 条関 係）

階級 支給区分 報酬額

団長 年額 １　 ３　０， ００ ０ＰＩ

副団長 年額 ９１ ，０ ００ ＰＩ

分団長 年額 ６３ ，０ ００ ＰＩ

副分 団長 年額 ４６ ，０ ００ Ｐヨ

部長 年額 ３７ ，０ ００円

班長 年額 ３２ ，０　０　０Ｆ９

団員 年額 ３０ ，０ ００円

ＳＩ」表 第２ （第 １２ 条関係）

従事職務 支給区分 報Ｍ額

水火 災， 地震等 １回 につき ４， ０　０　０Ｆｌｊ

警戒 １回 につき ４， ０　０　０Ｆ９

鷄練，点 検， 啓発等 １回 につき ２， ４０ ０円

備考　 水火 災， 地震 等又 は警 戒の ［‾左分 の職務に 従事 した 場合 であ って ，職務に従

事し た時 間が ４時 間を 超え ると きは ，４ ，０　０　０Ｆ９を 加算 する。

２



付　則

（施行期 日）

１　 この 条例 は， 令和 ４年 ４ｊ １日 から 施行 する。

（経過措置）

２　 改‾Ｅ後 の第 １２ 条， ＳＩ」表 第１ ａび ＳＩ」表 第２ の規 定は ，令 和４ 年度 Ｊヌ 後の 年度分

の年 額報 Ｓ八 びこ の条 例の 施行 の日 （鉉 下［ 施行 日］ とい う。 ）ぷ 後に 回表 包欄に

掲げ る職務へ の従 事を 回め した ４合 にお ける 出自報愼の支 給に つい て適 Ｊｌｊす る。

３　 施行 日前 に改 ｊミ 前の ＳＩ］表 第２ た欄 に掲 げる 職務 への 従事 を開 始し た場 合（ 施行

日前から り｜ き続 き售該職務に従事 し， 施社 日な後に終了 した場合 を含 む。 ）に おけ

る改 ｊＥ 前の 第１ ３条 第１　癢‾攷び回表 の規 定に よる 費篦贅償 の支 給に つい ては ，な

お従 前の 例に よる。

３－



４

参考資料

ひた ちな か巾消防団条例新 １日 対照表 Ｎ０ ．１

旧 新 備考

（服務規律）

第８ 条　 団員 は， 団長の社３集 によ って 出動 し， 職務に従事す るも のと する 。だ

だし，招集を受けない４合であって も， 水火災その他の大害の発生を加った

とき は， あら かじめ指定すると ころ に従い， 直ち に出動し，職務に従事 しな

ければな らな い。

第９ 条～第１ １条　略

（報酬）

第１ ２条　回員には，ＳＩ」表第 １に定める報酬をま給する。

２　 前項の報雅は，団員が会計年度の中途で就職 し， 若し くはｉ！１職 し， 又は死
－

むしたと きは，ＪＩ割計算によ り支給する。

ま　 こす

最終ＪＨこ支給す る。
一一

（費篦鵞償）

第１ ３条　団員が水火災，警戒， 訓練等の職務に従事した場合においては，ＳＩ」

（ＪＩＲ務規律）

第８ 条　 回員 は， 回長 のギＳ集 によ って ■勤 し， 職務 に従事す るも のと する 。た

だし，Ｒ３集をタ：けない４白であって も， 水火剛」奥翕その他の災害の発生を

加ったと きは，あ らかじめ指定する とこ ろに従い，直ちに芭勤 し， 職務に従

事し なければなら ない。

第９ 条～ 第１ １条　略

ｆ

（報酬）

第１ ２条　回具には，別表第 １に定める年額報ＳＴｋびＳＩ」表第２ に定める出動報

酬を支給する。
－

２　 前癢の年額報雅は ，回 具が 会計年度 の中 途で就職 し， 若し くは ｉｎ職し ，又
一一

は死むし たと きは ，ＪＩ割計算 によ り支給す る。

３　 第１ 項の年額報酬 は年 ２回 に分 けて １０ ＪＩ Ｘび ３ＪＩに 支給 し， 同回 の出動
一一

報酬は出動したＪＩの分を翌ＪＩに支給する。

（費 ｊｎ 弁償）

第１ ３条

回具 がぬ務の ため旅行 した とき は， その旅行 につ いて 費ＪＩ弁償とし

てＳ Ｉ」 表第 ３に 定め る旅費を 支給する。

２　 前項の旅費の 支給方法 につ いて は， 一般職の職員 に支給す る旅費のＭによ
－一一

る。

　

２　 前項の場合を除き 団員がぬ務のため旅行 した とき は， その幤、行について費
一

肝羝償と してＳＩ」表第３ に定める旅費を支給する。

３　 前２ 瑕の最里弁鍜のま給方伍につい ては，一般職の職員に ま給する 察喩の
一

例に よる。



い
Ｉ

Ｎ０ ．２

旧 新 備考

９ｊ表第 １（第１ ２条 関係） ＳＩ」表第１ （第 １２ 条関係）

階級 支給区分 報酬額 皿 階級 支給区分 報憮額

団長 年額 ７　５， ３０ ０Ｆｊ 団長 年額 １Ｕニし。０ ００け
副団長 年額 ５　６， ２０ ０ＦＩ 副団長 年額 えよェＪ ００ ＰＩ
分団長 年額 ４　３， ００ ０Ｆ９ 分団長 年額 互７に０ ００ ＰＩ

副分団長 年額 ３　３， ００ ０Ｆｊ 副分団長 年額 ゴＵに四ユ丹
部長 年額 ２　８， ００ ０Ｆｊ 部長 年額 置Ｌ　０　０　０ＦＩＩ
班長 年額 ２　４， ００ ０ＰＩ 班長 年額 ：ＵｕＪ二０ ０ＦＩ］
団員 年額 ２　２， ４０ ０Ｐニ１ 消防 自動 車機 閣員 には 年額１ 団員 年額 匹ユゴ匹 ０ほ

２， ４　０　０Ｆ９を ，同助手には年

額１　０， ８０ ０ＦＩを加給する。

別表第２ （第 １３ 条関係）
一一

Ｓｊ 表第 ２（築上ユ意関嚊、）

従事職務 支給区分 費用弁償 従事職務 支給 【‾モｋ分 報酬額

水・ 火災 ・地震等 １回につき 七ユ匹丹 蓖大匙、ｔＳ等 １回 につき 七七とｍ

警戒 １回につき 皿皿 警戒 １回 につき ．Ｌ ００ ０Ｆ［ｌ

訓練 １回 につき ２， ４０ ０ＦＩ 傴練。廏儉Ｊａ鬼隻 １回 につき ２， ４０ ０Ｐニｌ

備考　水火災， 地震等又は警戒の区むの職務に従事 した場合であって、ａ務

に従事した時間が４時間を超えると きは，４ ，０　０　０Ｆ９を加算する。


